
静岡市商店街トータルサポート事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 静岡市は、少子・高齢化や情報化等の社会的変化に対応した魅力ある商業地を創出 

するために、商店街トータルサポート事業を行う商店街団体に対し、予算の範囲内において

補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡

市規則第44号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによ

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）商店街団体 市内の商業者による団体で、次に掲げるものをいう。 

  ア 商店街振興組合法（昭和37年法律第141号）に基づき設立された商店街振興組合 

  イ 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に基づき設立された商店街事業協 

同組合 

  ウ ア及びイに掲げるもののほか、主として中小小売商業者により組織された団体で市 

長が認めたもの 

（２）商店街トータルサポート事業 商店街団体が、地域に密着した魅力ある商業地を創出す

るために新たに行う次に掲げる事業（単なる販売促進事業を除く。）で、市長が認めたもの

をいう。 

ア 商店街の活性化につながるような先進的な事業 

イ 商店街の情報発信につながる事業又は情報化を推進する事業 

ウ 商店街の社会貢献又は安全安心対策を促進する事業 

（補助事業）   

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、商店街トータルサポ

ート事業で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 

（１）静岡市の他の補助事業の対象となるものでないこと。 

（２）同一事業で過去に３回この要綱による補助金の交付を受けていないこと。 

 （補助対象経費、補助金等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は別表のとおりとし、補助率は２分の１以内とし、補



 

助限度額は100万円とする。 

２ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする者は、商店街トータルサポート事業補助金交付申

請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１）商店街トータルサポート事業計画書（様式第２号） 

（２）収支予算書（様式第３号） 

（３）補助事業に係る見積書の写し 

（４）事業実施場所の地図 

（５）商店街団体構成員名簿 

（６）商店街団体の定款又は規約 

（７）当該事業の実施について決定した商店街団体の総会等議事録の写し 

（８）前各号に掲げるものほか、市長が必要があると認める書類 

（交付の決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を

審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、

商店街トータルサポート事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により、当該申請者に通

知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第５条の２各号のいずれかに該当する場

合は、補助金の交付の決定をしない。 

（交付の条件） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第６条第１

号から第３号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。 

（１）当該補助事業により取得し、又は効用が増加した財産（以下「取得財産等」という。）に

ついて、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておくこと。 

（２）当該補助事業が完了した後も取得財産等を善良なる管理者の注意をもって管理するとと

もに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図ること。 

（３）取得財産等を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）

で定める耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで他の用途に使用し、他の者

に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供してはならない

こと。 



 

（４）市長の承認を受けて取得財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を市に納付させることがあること。 

（５）補助事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支

出についての証拠書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年

度終了後５年間保管しなければならないこと。 

（変更の承認申請） 

第８条 第６条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ商店街トータルサポート事業変更承認申請

書（様式第５号）に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

（１）商店街トータルサポート事業（変更）計画書（様式第２号） 

（２）変更収支予算書 

（３）変更事業分に係る見積書 

（４）当該事業の内容変更について決定した商店街団体の総会等の議事録の写し 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

 （変更の承認） 

第９条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべ

きと認めたときは、商店街トータルサポート事業変更承認通知書（様式第６号）により補助

事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年

度が終了したときは、速やかに商店街トータルサポート事業実績報告書（様式第７号）に次

に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１）補助金事業効果報告書（様式第８号） 

（２）収支決算書（様式第９号） 

（３）収支を証する書類 

（４）事業実施状況写真 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要が

あると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定



 

の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付す

べき補助金の額を確定し、商店街トータルサポート事業補助金交付確定通知書（様式第10号）

により当該補助事業者に通知するものとする。 

 （請求） 

第 12 条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならな

い。 

（消費税仕入控除税額に係る取扱い） 

２ 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定

する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額（以下「消費税仕入控除

税額」という。）がある場合の取扱いは、次のとおりとする。 

（１）補助金の交付を受けようとする者は、第５条の規定による補助金の交付の申請時におい

て、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等（消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法

（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金

の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合には、

これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明ら 

かでない場合は、この限りでない。 

（２）第６条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

第10条の規定による実績報告書（以下「実績報告書」という。）を提出するに当たり、消費

税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額（前号の規定により補助金の交付

の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合

にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額）を補助金の額から減額して報

告すること。 

（３）補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により

消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額（前２号の規定により減額した場合

にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額）を消費税仕入控除税額等報告

書（様式第11号）に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の

返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。 

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し 

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

（４）市長は、第６条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前２号の規定を

遵守することを条件として付すものとする。 



 

 （雑則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成21年３月12日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年12月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 



 

別表（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象経費 

区 分 内 容 

広告宣伝費 広告印刷費、広告配付費及び宣

伝費 

報償費 

 

講師、専門家等に対する謝礼金 

物件費 会場借上げ料、機器借上げ料及

び会場設営費 

委託費 

 

システム購入費、設計費及び計

画作成費 

事務費 消耗品費、印刷製本費、臨時雇用

賃金及び通信運搬費 

会議費 

 

研究会会議費 

研究費 

 

研究資料購入費 

その他市長が認める経費 

 

その他市長が認める経費 

 



 

様式第１号（第５条関係） 

商店街トータルサポート事業補助金交付申請書 

年  月  日  

（あて先）静岡市長 

住所   

申請者   名称   

代表者  

電話   

 

商店街トータルサポート事業に係る補助金の交付を受けたいので、静岡市商店街トータル

サポート事業補助金交付要綱第５条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 事 業 区 分 

 

２ 事  業  名 

 

３ 補助金交付申請額 

 

４ 添付書類 

（１）商店街トータルサポート事業（変更）計画書（様式第２号） 

（２）変更収支予算書 

（３）変更事業分に係る見積書 

（４）当該事業の内容変更について決定した商店街団体の総会等の議事録の写し 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（第５条、第８条関係） 

 

商店街トータルサポート事業（変更）計画書 

１ 事業の名称  

２ 実施主体  

３ 実施期間 令和  年  月  日  ～ 令和  年  月  日 

４ 実施場所  

５ 共催団体  

６ 目的  

７ 事業内容 

（できる限り詳細に 

ご記入ください） 

 

８ 目標設定   

(数値目標) 

 

９ 効果測定の方法  



 

様式第３号（第５条関係） 

 収支予算書 

収入の部 

単位：円 

経 費 予 算 額 摘 要 

   

   

   

   

   

   

合 計   

 

支出の部 

単位：円 

経 費 
予 算 額 

摘 要 
補助対象経費 補助対象外経費 計 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

合 計     



 

様式第４号（第６条関係） 

第  号  

年  月  日  

          様 

静岡市長 氏   名 □印   

（経済局商工部商業労政課）  

 

商店街トータルサポート事業補助金交付決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった商店街トータルサポート事業補助金については、静岡

市商店街トータルサポート事業補助金交付要綱第６条の規定に基づき、次のとおり交付の決

定をしたので通知します。 

 

１ 交付決定額           円 

２ 交付の時期 確認検査終了後 

３ 交付の条件 

（１）次に掲げる記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。 

ア 補助事業の目的又は内容 

イ 補助事業の事業計画又は収入支出の予算 

ウ 交付を受けようとする補助金の額の算出の基礎 

（２）補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったとき

は、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。 

（３）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるこ

と。 

（４）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳

簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならないこと。 

（５）補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）

に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額（以下「消費

税仕入控除税額」という。）がある場合は次のとおり取り扱うこと。 

   ア 要綱第10条の実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等（消費税仕入

控除税額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税の税



 

率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た

金額をいう。以下同じ。）が明らかになった場合には、その金額（補助金の交付の申請

時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合に

あっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額）を補助金の額から減額して

報告すること。 

   イ 要綱第10条の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告によ

り消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額（補助金の交付の申請時及び

実績報告書の提出時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額か

ら減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額）を消費税

仕入控除税額等報告書（様式第11号）に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報

告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならな

いこと。 

（ア）補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し 

  （イ）（ア）に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

（６）（１）から（５）に掲げるもののほか、静岡市補助金等交付規則（平成15年度静岡市規

則第44号）、要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。 

４ その他 

（１）補助事業が完了したとき、又は交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やか

に事業の成果を記載した実績報告書等を提出すること。この実績報告に基づき、最終的

に交付額が確定する。 

（２）補助金の目的外使用など、法令若しくは静岡市補助金等交付規則に違反し、又は市長

の指示に従わない場合には、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求め

ることがある。 



 

様式第５号（第８条関係） 

 

商店街トータルサポート事業計画変更承認申請書 

 

年  月  日  

（あて先）静岡市長 

住所   

申請者   名称   

代表者  

電話   

 

年 月 日付け   第  号をもって補助金の交付決定の通知を受けた商店街

トータルサポート事業について、その事業計画を変更したいので、静岡市商店街トータルサ

ポート事業補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 

１ 変更の内容 

変更前 変更後 

  

 

 

２ 変更の理由 

  



 

様式第６号（第９条関係） 

第  号  

年  月  日  

          様 

静岡市長 氏   名 □印   

 

商店街トータルサポート事業変更承認通知書 

 

年 月 日付けで申請のありました商店街トータルサポート事業変更承認申請につい

て、次のとおり承認したので通知します。 

 

承認事項 

  



 

様式第７号（第10条関係） 

商店街トータルサポート事業実績報告書 

年  月  日  

（あて先）静岡市長 

住所   

名称   

代表者  

電話   

 

年 月 日付け    第  号により交付決定の通知を受けた商店街トータルサ

ポート事業に係る事業が     年  月  日に完了したので、静岡市商店街トータ

ルサポート事業補助金交付要綱第10条の規定により、次のとおり関係書類を添えて報告し

ます。 

 

１ 事業の名称 

 

２ 添付資料 

（１）補助金事業効果報告書（様式第８号） 

（２）収支決算書（様式第９号） 

（３）収支を証する書類 

（４）事業実施状況写真 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

  



 

様式第８号（第10条関係） 

補助金事業効果報告書 

令和 年 月 日 

 

  補助金の交付を受けて実施した事業の効果について、下記のとおり報告します。 

１.事業の名称  

２.事業区分  

３.実施期間 令和  年  月  日  ～ 令和  年  月  日 

４.事業内容  

５.達成された効果 

(達成された効果及

び、当初予測された効

果に対して実施結果が

どうであったか等につ

いて記載してくださ

い。) 

 

 

６.目標達成度 当初設定した目標 

(数値目標) 
 

 

目標に対する結果  

 

達成されなかった場

合の理由 

 

 

７.具体的効果 

※数字で効果を表せない場

合は定性的効果を記載して

ください。 

 

 

 

 

 

 

増加した歩行者通行量 人 

参加者数 人 

売上金額/消費金額                      円 

その他  



 

８.全体的効果 

 

（該当にチェック、効果に

関する項目の番号を記載） 

 

効果に関する項目 

１:来街者数増加       ２:小売販売額増加 

３:来店者数増加       ４:商店街の魅力の向上 

５:商店街のＰＲ・情報発信   ６:各種ノウハウ・情報の蓄積 

７:商店街の認知度向上    ８:来街者の快適性向上 

９:その他（                     ） 

□非常に効果があった （             ） 

□効果があった    （             ） 

□少し効果があった  （             ） 

□あまり効果が無かった（             ） 

□効果が無かった   （             ） 

９.課題・展望 

(当該事業を実施し、

残された課題や今後

の展望、事業計画に

ついて記載してくだ

さい。) 

 

 

  



 

様式第９号（第10条関係） 

収支決算書 

 

収入の部 

単位：円 

項 目 決 算 額 摘 要 

   

   

   

   

   

   

合 計   

 

支出の部 

単位：円 

項 目 
決 算 額 

摘 要 
補助対象経費 補助対象外経費 計 

     

     

     

     

     

     

合 計     

 

（注）補助対象経費については、領収書の写しを添付してください。 

  



 

様式第10号（第11条関係） 

第  号  

 年 月 日  

          様 

静岡市長 氏  名 □印   

 

商店街トータルサポート事業補助金交付確定通知書 

 

年 月 日付け 第  号により決定した商店街トータルサポート事業補助金の交付

について、次のとおり確定したので通知します。 

１ 交付決定額          円 

２ 交付確定額          円 

  



 

様式第11号（第12条の２関係） 

 

消費税仕入控除税額等報告書 

 

年 月 日  

 

（あて先）静岡市長 

 

 

 
住所 

法人にあっては、その主 
たる事務所の所在地 

 
  

報告者 氏名 
法人にあっては、その名 
称及び代表者の氏名  

 電話   

 

    年 月 日付け   第 号により補助金の交付の決定を受けた商店街トータルサポ

ート事業の補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したので、次のとおり報告します。 

 

１ 補助金の確定額（  年  月  日付け  第  号による額の確定通知額） 

金          円 

 

２ 補助金の交付の申請時及び実績報告時に減額した消費税仕入控除税額 

                金          円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額 

  金          円 

 

４ 補助金返還相当額（３の額から２の額を差し引いた額） 

                金          円 

 

 


